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日程 

１．報告第  ６号  農地法第１８条(通知)  

２．議案第 ２４号  農地法第３条（委員会） 

３．議案第 ２５号  農地法第５条（知事） 

４．議案第 ２６号  基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告） 

 ５．議案第 ２７号  農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段面積の廃止について 
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こんにちは。 

お忙しい時間に本日の総会にご出席をいただきましてありがとうございます。 

それでは３月の定例総会をただ今から開催いたします。 

本日は全員出席をいただいております。 

本日の会議録署名を９番北里委員、１０番松﨑委員にお願いいたします。 

報告第６号 農地法第１８条（通知） 

それでは議案に移ります。 

まず報告第６号 農地法第１８条(通知)について事務局からご説明をお願いします。 

はい。資料の１ページをご覧ください。 

【報告第６号 農地法第１８条（通知）について詳細に説明】 

 申請番号 04-11（所在）赤馬場○○○○○○○番地（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）602㎡。同じく○○○○－○（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,467㎡。

同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）136㎡。赤馬場○○○○

○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）652㎡。同じく○○○○－○。（登

記地目・現況地目）共に田。（面積）1,926㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況

地目）共に田。（面積）983㎡。赤馬場○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

田。（面積）665㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）816

㎡。以上、田８筆の 7,247㎡です。（渡人）南小国町大字赤馬場○○○○番地。○ ○

○氏。（受人）南小国町満願寺○○○○番地。○○○○ ○○○○。（解約申入日・解約

成立日・解約引渡日・解約通知日）共に令和 5年 1月 31日。合意解約となっておりま

す。 

１枚おめくりください。２ページです。 

 申請番号 04-12（所在）赤馬場○○○○○○－○（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）1,504 ㎡。以上、田１筆の 1,504 ㎡です。（渡人）南小国町大字赤馬場○○○

○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地○。○ ○○氏。（解約申入日・解

約成立日・解約引渡日・解約通知日）共に令和 5年 2月 24日です。解約事由は合意解

約となっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の農地法第１８条通知報告について皆さんから何かご質問等があり

ましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは以上のとおり報告を了承いただいたものとして処理いたします。 

議案第２４号 農地法第３条（委員会） 

続きまして､議案第２４号 農地法第３条について事務局からご説明をお願いしま 
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す。 

 はい。資料の３ページをお開きください。 

【議案第２４号 農地法第３条（委員会）について詳細に説明】 

申請番号 04-13（権利）所有権移転 有償です。（所在）赤馬場○○○○○○－○。

（登記地目）田。（現況地目）畑。（面積）345 ㎡。同じく○○○○－○。（登記地目）

田。（現況地目）畑。（面積）248 ㎡。以上、田 2 筆 593 ㎡です。（渡人）南小国町大字

赤馬場○○○○番地○。○○○○○○○○○○。○○○○○氏。（受人）大字中原○○

○○番地。○○○○氏。（申請事由）は譲受人経営規模拡大のためです。 

この案件につきまして、農地法第３条第２項各号には該当しないと思われ、許可要件

の全てを満たしていると思われます。 

参考資料といたしまして、次の４ページに位置図。それから本日お配りしました現地

確認写真の１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

はい。ありがとうございました。 

それでは、担当地区委員の５番委員からご説明をお願いいたします。 

この案件につきましては、譲受人の○○氏より、○○○○○氏より譲り受けて農地規

模を拡大したい、というようなことで購入のうえ所有権を移転しての申請ということ

でございます。そういうことから 2月 22日最適化推進員の○○氏と現地確認を行いま

したが、何ら問題はないと思われますがご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございました。 

それでは皆さんからただ今の件について、ご質問等がありましたらお願いいたしま

す。 

 （ありません。の声あり） 

はい。それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。全員賛成ですので当委員会といたしまして許可をい

たします。 

議案第２５号 農地法第５条（知事） 

続きまして､議案第２５号 農地法第５条について事務局からご説明をお願いいた

します。 

 はい。資料の５ページをお開きください。 

【議案第２５号 農地法第５条（知事）について詳細に説明】 

申請番号 04-11（権利）所有権移転 有償です。（所在）赤馬場○○○○○○－○。

（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,504㎡。以上、田１筆の 1,504㎡です。（渡

人）南小国町大字赤馬場○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地○。

○○○○ ○○○○○○○。（形態）は転用。（用途・施設）はその他の業務用地、○○

○○です。（施設面積）1,504㎡です。（申請事由）は譲受人○○○○建設のため、とな 



  

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

○５番委員 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 
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っております。 

この農地区分につきましては、中山間地域で小集団の生産性の低い農地であること 

から、第２種農地と判断いたします。また、一般基準等も満たしているものと思われま

す。 

 参考資料といたしまして、次のページ 6 ページに関係位置図。それから本日お配り

しました現地確認写真の 2ページの上段をご覧いただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは担当地区委員であります５番委員からご説明をお願いいたします。 

 はい。ではご説明を申し上げます。 

 この案件につきましては、譲受人が購入のうえ○○○○を建設したいというような

ことで、これにつきましても２月３日でございましたけれども最適化推進員の○○委

員と確認をいたしました結果、何ら問題はないというふうに思われますが、ご審議の程

お願いを申し上げます。 

 はい。ありがとうございました。 

 ただ今のご説明に何か皆さんからご質問等がありましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 はい。それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。 

全員賛成ですのでこの件につきましては当委員会の意見を付して県知事宛に進達を

いたします。 

 続きまして、申請番号 04-12をお願いします。 

引き続き５ページをご覧ください。 

申請番号 04-12（権利）所有権移転 有償です。（所在）赤馬場○○○○○○。（登記

地目・現況地目）共に田。（面積）475㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）308㎡です。以上、田２筆の 783㎡です。（渡人）南小国町大字赤馬場

○○○○番地。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地○。○○○○ ○○○○○○

○。（形態）は転用。（用途・施設）はその他の業務用地、○○○○です。（施設面積）

783㎡です。（申請事由）は譲受人○○○○建設のため、となっております。 

 この農地区分につきましても、中山間地域で小集団の生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断いたします。また、一般基準等も満たしていると思われます。 

 参考資料といたしまして、次のページ６ページに関係位置図。それから本日お配りい

たしました現地確認写真の２ページの下段、それから３ページ上段をご覧いただきた

いと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 
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 それでは担当地区委員であります。５番委員からご説明をお願いいたします。 

 先ほどと同じでございますけれども、購入のうえ○○○○を建設するということで、 

この件につきましても推進委員と現地確認を行いました結果、何ら問題はないという

ふうに思われますがご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございました。 

 それでは皆さんからご質問等がありましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 はい。それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。 

それでは全員賛成ですので、この件につきましては当委員会の意見を付して県知事

宛に進達をいたします。 

議案第２６号 基盤強化法第１９条 

（農用地利用集積計画の公告） 

続きまして、議案第２６号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）につ

いて事務局からご説明お願いいたします。 

資料の７ページをお開きください。 

【議案第２６号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告） 

                    について詳細に説明】 

権利種別：貸借権設定 

申請番号 04-29 （所在）赤馬場○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）729㎡。以上、田１筆。729㎡です。（利用権）使用貸借権です。（渡人）南小

国町大字赤馬場○○○○番地。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地○。○○○○

氏。利用目的は水稲。(借賃)はありません。期間は令和 5 年 4 月 1日から令和 10 年 3

月 31日まで。再設定です。 

続きまして、申請番号 04-30 （所在）赤馬場○○○○○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）282㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

1,254㎡の内 1,154㎡。以上、計 田２筆の 1,436㎡です。（利用権）は賃貸借権です。

（渡人）南小国町大字赤馬場○○○○番地。○○○○氏。(受人)同じく○○○○番地。

○○○○氏。（利用目的）は水稲・ＷＣＳ。（借賃）は全筆 15,000円です。期間は令和

5年 3月 1日から令和 10年 2月 29日まで。再設定です。 

次のページをお開きください。８ページです。 

申請番号 04 の 31 （所在）赤馬場○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

田。（面積）2,169 ㎡。以上、田１筆の 2,169 ㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡

人）南小国町大字赤馬場○○○○番地○。○○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○氏。（利用目的）は水稲。（借賃）は筆当り 90kg。期間は令和 5 年 5 月 1 日か

ら令和 10年 4月 30日まで。再設定です。 

続きまして、申請番号 04-32 （所在）赤馬場○○○○○○－○。（登記地目・現況

地目）共に田。（面積）1,090㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）1,675㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）1,550

㎡。満願寺○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）764㎡。以上、田

３筆 3,529 ㎡。畑１筆 1,550 ㎡。計４筆の 5,079 ㎡です。（利用権）は賃貸借権です。

（渡人）南小国町大字赤馬場○○○○番地。○○○○氏 ○○○○○ ○○ ○氏。

（受人）大字満願寺○○○○番地。○○ ○氏。（利用目的）は水稲・野菜。(借賃)は

10a当り 60kg。期間は令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで。再設定です。 

次のページをお開きください。９ページです。 

申請番号 04-33 （所在）中原○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面

積）1,277㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,836㎡。同

じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）2,287㎡。以上、田３筆 5,400

㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南小国町大字中原○○○○番地○。○○○

○氏 ○○○○○ ○○○○○氏。（受人）南小国町大字中原○○○番地。○○○○氏。

（利用目的）は水稲。(借賃)は 10a当り 60kg。期間は令和 5年 4月 1日から令和 10年

3月 31日まで。再設定です。 

続きまして、申請番号 04-34 （所在）中原○○○○○○○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）977 ㎡。同じく中原○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）3,813㎡。以上、田２筆 4,790㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南

小国町大字中原○○○○番地。○○○○氏 ○○○○○ ○○○○○氏。（受人）同じ

く○○○番地。○○○○ ○○○○○○○○○。（利用目的）は水稲。(借賃)は全筆で

300kgです。期間は令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで。再設定です。 

次のページをお開きください。10ページです。 

申請番号 04-35 （所在）中原○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

4,559㎡。以上、田１筆 4,559㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南小国町大

字中原○○○番地。○○○○氏。（受人）南小国町大字満願寺○○○○番地○。○○○

○ ○○○○○。（利用目的）は野菜。(借賃)は筆当り 60,000円です。期間は令和 5年

4月 2日から令和 10年 4月 1日。再設定です。 

続きまして、申請番号 04-36 （所在）中原○○○○○○○。（登記地目・現況地目） 

共に田。（面積）2,239㎡。以上、田１筆 2,239㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡

人）南小国町大字中原○○○○番地○。○○ ○氏 ○○○○○ ○○○○○氏。（受

人）同じく○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は水稲。(借賃)は筆当り 240kg。

期間は令和 4年 12月 1日から令和 9年 11月 30日まで。再設定となっております。 

次のページをお開きください。11ページです。 

申請番号 04-37 （所在）中原○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積） 

1,499 ㎡。同じく○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,878 ㎡。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じく２２４５。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,612㎡。以上、田３筆 4,989

㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南小国町大字中原○○○○番地。○○○○

○氏。（受人）同じく○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は水稲。(借賃)は全筆で

30，000円と全筆 210kgです。期間は令和 4年 12月 1日から令和 9年 11月 30日まで。

再設定です。 

続きまして、申請番号 04-38 （所在）中原○○○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。（面積）1,720㎡。以上、田 1筆の 1,720㎡です。（利用権）は賃貸借権で

す。（渡人）○○○○○○○○○○○○○○○－○○○号。○○○○○氏。（受人）南小

国町大字中原○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は水稲。(借賃)は筆当り 60kg。

期間は令和 5年 5月 1日から令和 10年 4月 30日まで。再設定です。 

次のページをお願いいたします。12ページです。 

申請番号 04-39 （所在）中原○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）1,985 ㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）261

㎡。以上、田２筆の 2,246㎡です。（利用権）は賃貸借権。（渡人）南小国町大字中原○

○○○番地。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は野

菜。(借賃)は 10a当り 30kg。期間は令和 5年 3月 1日から令和 8年 2月 28日まで。 

新規です。 

続きまして、申請番号 04-40 （所在）満願寺○○○○○○。（登記地目）原野。（現

況地目）田。（面積）99㎡。以上、現況判断の田 1筆 99㎡です。（利用権）は使用貸借

権です。（渡人）南小国町大字満願寺○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○

○○番地。○○○○氏。（利用目的）は牧草。(借賃)はございません。期間は令和 5年

5月 1日から令和 10年 4月 30日まで。再設定となっております。 

次のページをお願いいたします。13ページです。 

申請番号 04-41 （所在）赤馬場○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）602 ㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,467

㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）136㎡。同じく○○

○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）652 ㎡。同じく○○○○－○。

（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,926㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。（面積）983 ㎡。同じく○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）665㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

816㎡。以上、田８筆 7,247㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南小国町大字

赤馬場○○○○番地。○ ○○氏。（受人）大字満願寺○○○○番地。○○○○氏。（利

用目的）は牧草・ＷＣＳです。(借賃)は全筆で 240kg。期間は令和 5年 3月 1日から令

和 10年 2月 29日まで。新規となっております。 

次のページをお願いいたします。14ページです。 

申請番号 04-42 （所在）満願寺○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面

積）641㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）565㎡。同じく

○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）2,406㎡。以上、田３筆 3,612㎡で 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

 

す。（利用権）使用貸借権。（渡人）南小国町大字満願寺○○○○番地○。○○○○氏。

（受人）同じく○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は牧草。(借賃)はございませ 

ん。期間は令和 5年 3月 1日から令和 15年 2月 28日まで。新規となっております。 

続きまして申請番号 04-43 （所在）満願寺○○○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。（面積）1,184㎡。同じく○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

1,266㎡。以上、田２筆 2,450㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）南小国町大

字満願寺○○○番地。○○○○氏 ○○○○○ ○○○○氏。（受人）同じく○○○番

地○。○○○○氏。（利用目的）は水稲。(借賃)は筆当り 60kg。期間は令和 5年 4月 1

日から令和 10年 3月 31日まで。再設定となっております。 

次のページをお開きください。15ページです。 

申請番号 04-44 （所在）満願寺○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。

（面積）571 ㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）2,366 ㎡。

以上、田２筆 2,937㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）○○○○○○○○○○

○－○○。○ ○○氏。（受人）南小国町大字満願寺○○○○番地。○○○○氏。（利用

目的）は野菜・水稲。(借賃)は全筆 150kgです。期間は令和 5年 4月 1日から令和 8年

3月 31日まで。再設定となっております。 

続きまして申請番号 04-45 （所在）満願寺○○○○○○。（登記地目・現況地目）

共に畑。（面積）351 ㎡。同じく○○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）

478㎡。以上、畑２筆 829㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）小国町大字○○

○○○○番地○。○○○○氏。（受人）南小国町大字満願寺○○○番地。○○ ○氏。

（利用目的）は野菜。(借賃)は筆当り 5,000 円です。期間は令和 5 年 4 月 1 日から令

和 10年 3月 31日。再設定となっております。 

次のページをお開きください。16ページです。 

申請番号 04-46 （所在）満願寺○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

1,193㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,021㎡。同じく

○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）4,548㎡。同じく○○○○－○。（登

記地目）畑。（現況地目）田。（面積）783 ㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況

地目）共に田。（面積）330 ㎡。以上、田４筆 7,092 ㎡。畑 1 筆 783 ㎡。以上、計 5筆

7,875㎡です。（利用権）は賃貸借権です。（渡人）○○○○○○○○○○○番地。○○

○○ ○○○○。（受人）南小国町大字満願寺○○○○番地○。○○○○ ○○○○○。

（利用目的）は野菜。(借賃)は 10a当り 10,000円。期間は令和 5年 3月 1日から令和

45年 2月 28日まで。新規となっております。 

以上です。 

はい。ありがとうございました。 

ただ今の農用地利用集積計画の申請番号 04-34 については、○番委員が関係します

ので先に審議をお願いします。つきましては○番委員は退席をお願いします。 

 （○番委員退席する） 

 はい。○番委員が退席しましたので、それでは申請番号 04-34について何かご質問 
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等はございませんか。 

 ありませんでしょうか。 

（ありません。の声あり） 

はい。ないということですので採決に移ります。 

申請番号 04-34について賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

はい。ありがとうございます。全員賛成ですので当委員会として決定したことを町へ

通知いたします。 

 それでは、○番委員入場してください。 

 （○番委員着席する） 

 続きまして、申請番号 04-29から 04-33、04-35から 04-46について質問等ございま

せんでしょうか。 

 （４番委員手をあげる） 

 はい。４番委員。 

 15 ページの 04-45 の件についてですけれども、受人の○○○さん、○○○の○○○

さんだと思うんですけれども、先日ちょっと小耳に挟んだんですけれども、田植え機と

か全部出してしまって農業を辞めるという噂話を聞いたんですけれども、現況は畑と

いうことですので畑作のほうは自分たちでされるということでしょうか。 

 事務局からお応えします。○○○さんのお体の状態というか農機具を出されている

というのは事務局では把握はしていなかったんですけれど、申請書にはきちんとご本

人の署名で野菜についてはやっていくと。合計で 829 平方メートルの野菜ということ

ですので、その現状と申請書の様子から見るにご自身としても野菜だけは続けていく

ということかな、とこちらからはそのように理解しております。 

 以上です。 

 はい。わかりました。 

 それについて一言よろしいですか。私も○○さんと１月に会ったときには、キュウリ

を作ると。ずっと作っているから。だからキュウリのほうにですね、場所を変えるのか

どうかわかりませんが、そういう話しは聞いております。そういうことで理解をしてく

ださい。 

 他に何か皆さんからご質問等ありませんか。 

 ないですか。 

（ありません。の声あり） 

はい。質問等がないということですので採決に移ります。 

申請番号 04-29から 04-33、04-35から 04-46について賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

（全員挙手） 

はい。全員賛成ですので当委員会として決定したことを町へ通知いたします。 

議案第２７号 農地法第 3条第 2 項第 5号括弧書きに 
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    規定する別段面積の廃止について 

続きまして、議案第２７号 農地法第 3 条第 2 項第 5 号括弧書きに規定する別段面

積の廃止について事務局からご説明お願いいたします。 

はい。資料の１７ページをお開きください。 

【議案第２７号 農地法第 3条第 2項第 5号括弧書きに規定する別段面積の廃止      

                          について詳細に説明】 

農地法第 3 条第 2 項第 5 号括弧書きに規定する別段面積について、別紙のとおり定

めていたところであるが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第５６号。（以下「改正法」という。））第５条の規定により農地法第３条第２項第

５号に規定する下限面積が削除されることから、改正法の施行日（令和５年４月１日）

以降、別段面積を廃止することとする。 

 以上です。 

 ただ今の件について、何かご質問等がありましたらお願いいたします。 

（７番委員手をあげる） 

はい。７番委員からお願いします。 

はい。簡単に言えば３反だったのを、もうそんなもんは必要ないという様なことにな

るわけですかね。それで、写しのところの最後の審査基準というようなことが、最後の

ページにあるけれども、こういうふうなことも一切なくなってしまうということです

か。ということをお伺いしたいと思います。 

 事務局からお願いします。 

 はい。それでは事務局からお応えいたします。 

 今回の法改正に伴う３条の要件の撤廃はあくまで面積のみということですので、面

積以外の要件は残ることになります。農地の全部効率利用要件であったり、そういった

ところの面積以外の要件は全て残ることになります。こういったところの、じゃあどれ

くらいの時間農業をしていれば良いか、という判断については各農業委員会判断する

こととなりますので、今のところ南小国町農業委員会でも、以前のように３反を越える

ような大きな面積であればどれくらいというのが、ここに定めてあったわけなんです

けど、今後は小さい面積での申請も出てくると思われますので、その小さい面積の場合

の判断の仕方等についてはまだ決定しておりません。国・県にも質問を全国各農業委員

から上げているところですが、今のところ明確なお返事はなく各農業委員会での判断

となっておりますので、今のところ事務局として考えているのは、まだ様式を作ってい

るわけではありませんがチェックシート的なものを今後検討していく必要があるかと。

今回、面積が以前のように大きくない 500 ㎡の申請であった。その場合 500 ㎡であっ

て年間その方が予定している作業時間が 50日とかそれぐらいであったときに、何日で

何㎡という判断基準になっています。決め方は難しいと思うんですけど、そういったと

ころを総合的に見るしかないという判断基準になっています。 

 今ご説明申し上げているとおり、ちょっとあやふやな状態になってしまっています。 
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これまでは、３反を超える農地を取得するということは、それだけ農業に打ち込んでい

く見込みのある方というふうにみなしていたんですが、それが撤廃されていわゆる家

庭菜園レベルでの面積でも申請があることがありますので、一応、今現在予定している

のはそれぞれの農用地全部効率利用要件とかですね、そういったところのチェックシ

ート的なところを用意して、申請のあった面積と申請された方の現状。それから先の様

子を総合的に判断していくというふうな決め方しか今のところ出来ておりません。 

今回、議案としてあげているのはあくまで下限面積が全く撤廃されました、という趣旨

での議案となっております。 

 以上です。 

 はい。よろしいですか。 

 はい。 

 何か他に皆さんからありませんか。ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 はい。それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。 

（事務局手をあげる。） 

事務局どうぞ。 

事務局から補足をさせていただきます。 

最後にご質問いただいた議案第 27号の面積の撤廃要件の事ですけれど、先月の総会

でもふれていたんですが、この面積要件がなくなった申請が適用されるのが 4 月 1 日

以降の認定分ということですので、4月総会にかける案件からはこの面積要件が撤廃さ

れることになります。この文言をそのまま読むと 4 月１日以降の、となっているんで

すけど、現在受け付けている状態の今月受付て 4 月の総会にかかる 3 条の時にはこの

面積要件は撤廃されますので、今、各委員さんで相談を受けている案件がもしあった場

合は、その面積要件は撤廃して考えていただくと共に、先ほどご質問に対してお返しし

たとおり新たな審査の考え方で考えていく必要がありますので、もし今委員さんのと

ころで 3 条で小さい面積でご相談が寄せられた場合は事務局までお知らせいただきた

いと思います。 

以上補足申し上げます。 

以上をもちまして３月の総会はこれで閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の内容に相違なきことを認め、ここに署名する。 

 

   令和５年 ３月 ６日 

 

  南小国町農業委員会会長 
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